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児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
毎

年
６
月
中
に
「
児
童
手
当
現
況
届
」
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
に
お
け

る
状
況
を
記
載
し
、
児
童
手
当
を
引
き

続
き
受
け
る
要
件
が
あ
る
か
を
確
認
す

る
も
の
で
す
。

該
当
者
に
は
、
６
月
初
め
に
個
別
に

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

こ
の
届
の
提
出
が
な
い
と
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
時
に
必
要
な
物

☆

健
康
保
険
証
の
写
し
な
ど

国
民
年
金
加
入
者
又
は
年
金
未
加

入
者
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

☆

前
住
所
地
の
市
区
町
村
長
が
発
行

す
る
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

平
成
２１
年
１
月
２
日
以
降
に
松
前

町
に
転
入
さ
れ
た
方
は
提
出
が
必
要

で
す
。

☆

印
鑑

☆

こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
書
類
を

提
出
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。

こ
ん
な
と
き
に
は
忘
れ
ず
に
届
出
を

�

児
童
が
増
え
た
と
き

�

他
の
市
区
町
村
に
転
出
す
る
と
き

�

受
給
者
が
同
じ
市
区
町
村
の
中
で

住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
、
又
は
養
育

し
て
い
る
児
童
の
住
所
が
変
わ
っ
た

と
き

�

受
給
者
や
養
育
し
て
い
る
児
童
の

名
前
が
変
わ
っ
た
と
き

�

受
給
者
が
公
務
員
に
な
っ
た
と
き

�

特
例
給
付
の
受
給
者
が
退
職
し
た

と
き

問

福
祉
課
児
童
福
祉
係
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９
８
５
―
４
１
１
４

児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
へ

６
月
は
現
況
届
の
提
出
月
で
す

現
在
お
持
ち
の
受
給
者
証
の
有
効
期

限
は
、
６
月
３０
日
（
火
）
で
す
。
お
早

め
に
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
母
子
家
庭
医
療
の
受
給
者
で

２０
歳
未
満
の
児
童
に
社
会
保
険
が
で
き

た
場
合
や
、
町
外
に
転
出
し
て
い
る
場

合
（
学
生
は
除
く
）、
２０
歳
以
上
で
学
生

で
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
受
給
資
格
が

あ
り
ま
せ
ん
。
早
急
に
届
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度

重
度
心
身
障
害
者
に
対
し
て
医
療
費

の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者

�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は
２
級

を
お
持
ち
の
方

�

療
育
手
帳
（
程
度
に
よ
る
）
を
お

持
ち
の
方

�

身
体
障
害
者
手
帳
３
級
〜
６
級
と

療
育
手
帳
（
程
度
に
よ
る
）
の
両
方

を
お
持
ち
の
方

※

窓
口
は
１
階
８
番
窓
口
（
福
祉
課

障
害
福
祉
係
）
で
す
。

問

福
祉
課
障
害
福
祉
係

�
９
８
５
―
４
１
１
２

母
子
家
庭
医
療
費
助
成
制
度

母
子
家
庭
に
対
し
て
医
療
費
の
一
部

を
助
成
し
ま
す
。

対
象
者

�

母
子
家
庭
の
母
と
児
童

※

母
子
家
庭
の
母
と
は
、
配
偶
者
と

死
別
・
離
婚
、
配
偶
者
が
障
害
に
よ

り
労
働
不
能
、
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
っ
た
女
子
な
ど
で
す
。

�

準
母
子
家
庭
の
祖
母
と
孫
又
は
姉

と
弟
妹

�

父
母
の
な
い
児
童

※

児
童
と
は
、
２０
歳
に
満
た
な
い
者

と
し
ま
す
が
、
就
学
し
て
い
る
方
は

２０
歳
以
上
も
対
象
で
す
。（
在
学
証
明

書
（
原
本
）
の
提
出
が
必
要
）

対
象
除
外

�

家
庭
主
（
父
母
の
な
い
児
童
を
扶

養
す
る
も
の
を
含
む
）
の
前
年
（
１
〜

６
月
申
請
分
に
つ
い
て
は
、
前
々
年
）

に
所
得
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
家
庭

�

生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
家
庭

※

窓
口
は
１
階
１０
番
窓
口
（
福
祉
課

児
童
福
祉
係
）
で
す
。

問

福
祉
課
児
童
福
祉
係

�
９
８
５
―
４
１
１
４

重
度
心
身
障
害
者
・
母
子
家
庭
医
療
費
受
給
者
証

更
新
の
手
続
き
を
お
早
め
に
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